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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 球 タ ン ク の 下 部 流 出 口 か ら 流 出 す る 遊 技 球 を 上 流 側 か ら 下 流 側 に 案 内 す る 遊 技 機 の
タ ン ク レ ー ル で あ っ て 、
　 上 記 下 部 流 出 口 に 対 面 す る 遊 技 球 導 入 部 位 に 、 上 記 下 部 流 出 口 か ら 流 入 す る 遊 技 球 を 下
流 側 端 部 に 誘 導 す る 誘 導 部 を 有 す る と と も に 同 流 入 す る 遊 技 球 か ら 同 誘 導 部 へ の 力 の 加 わ
り 具 合 に 応 じ て 所 定 の 回 転 軸 を 回 転 中 心 と し て 同 下 流 側 端 部 と 上 流 側 端 部 と が 所 定 範 囲 内
で 略 反 対 方 向 に 傾 動 す る 傾 動 部 材 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 の タ ン ク レ ー ル 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ １ ５ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 以 上 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 は 、 簡 易 な 構 造 に て 、 遊 技 球 が 流 入 す る 部 位 に て 玉 詰 ま り
現 象 を 生 じ さ せ な い よ う に す る こ と が 可 能 な 遊 技 機 の タ ン ク レ ー ル を 提 供 す る こ と が で き
る 。

上 記 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 の タ ン ク レ ー ル に お い て 、
　 上 記 誘 導 部 は 上 記 下 流 側 端 部 よ り も 上 記 上 流 側 端 部 が 上 側 と さ れ る と と も に 、 上 記 回 転
軸 は 垂 直 断 面 に お い て 上 記 上 流 側 端 部 と 上 記 下 流 側 端 部 と を 結 ぶ 線 上 よ り も 下 側 と さ れ て
い る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 の タ ン ク レ ー ル 。

上 記 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 の タ ン ク レ ー ル に お い て 、
　 上 記 傾 動 部 材 は 、 当 該 タ ン ク レ ー ル の 底 面 部 と の 間 が 上 記 遊 技 球 を 略 上 下 方 向 に １ 個 ず
つ 通 過 可 能 な 間 隔 と さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 の タ ン ク レ ー ル 。

　 ま た 、 請 求 項 ２ に か か る 発 明 に よ れ ば 、 傾 動 部 材 は 、 回 転 軸 か ら 上 流 側 端 部 を 結 ぶ 線 の
傾 き が 水 平 面 に 対 し 急 に な る の で 、 玉 詰 ま り 現 象 を 生 じ さ せ よ う と す る 上 流 方 向 に 傾 い た
鉛 直 下 向 き の 力 を よ り 効 率 よ く 下 流 側 端 部 に 伝 え る こ と が 可 能 と な る 。 そ の 結 果 、 遊 技 球
を 流 下 方 向 に 押 す 力 を 大 き く す る こ と が で き 、 遊 技 球 の 流 下 が 促 進 さ れ る 。
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　 さ ら に 、 請 求 項 ３ に か か る 発 明 に よ れ ば 、 遊 技 球 は 、 傾 動 部 材 と 、 タ ン ク レ ー ル の 底 面
部 と の 間 を 略 上 下 方 向 に お い て １ 個 ず つ 通 過 す る 。 す な わ ち 、 同 底 面 部 と 傾 動 部 材 と の 間
で 遊 技 球 は 玉 詰 ま り を 起 こ さ ず 、 遊 技 球 を 底 面 部 に 沿 っ て ス ム ー ズ に 流 下 さ せ る こ と が で
き る 。
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